
ドイツ（州レベル）における裁判官の人事制度 

 

※ ドイツは連邦制国家であるため，裁判官の人事制度は州により異なる面がある。 

 

第１ 任命 

 

 １ 給源 

 

 大学法学部における３年半の法学の履修を終え，第１次国家試験に合

格した後，２年間の司法修習を経て，第２次国家試験に合格することによ

り，「完全法律家」(Volljurist)としての資格を取得することができる。州の

裁判官は，その資格を取得した者の中から試用裁判官（※）として任命さ

れ，数年の試用裁判官としての勤務を経た上で，終身裁判官として任命さ

れる。 

 

  ※ 試用裁判官 

    職務上の権限に制約はなく，単独裁判官として審理，判決することもできるが，身分保障が

制限されている。 

 

 ２ 任命手続（ラインラント・プファルツ州の例） 



 

 ３ 人事委員会 

 ドイツでは，各州に人事委員会が設置され，主に基本給が上位の裁判

官への任命手続（例：陪席裁判官から裁判長，高等裁判所裁判長から地

方裁判所長等）に関与している。人事委員会は，通常，行政，労働，社会，

財政の各裁判所の種類ごとに１つ設置されている。 

 人事委員会の委員の構成や選任方法，手続関与の形態等は，各州ごと

に若干異なっている。例えばラインラント・プファルツ 州の通常裁判所に

おいては，委員長（地方裁判所長の中から選出）と裁判官の直接秘密投

票によって選ばれた５年以上の経験を有する終身裁判官４名の委員で構 

成されている。 



 

 ４ 裁判官選任委員会 

 裁判官の任命等に，裁判官選任委員会が関与する州がある。 

 州により，関与の形態は異なり，終身裁判官の最初の任命にのみ関与

する州や，試用裁判官の任命や終身裁判官の昇進にまで 関与する州も

ある。また，委員の構成や選任方法，権限も州ごとに異なる。例えば，ハ

ンブルク市の裁判官選任委員会は，裁判官の採用，昇進を決定し，所長

の 選任も行っている。その構成は，３人の大臣，６人の市民（政党によっ

て選ばれる），３人の裁判官，２人の検察官の合計１４人である。 

 

第２ 異動・昇進・報酬 

 

 １ 身分保障 

 

 ２ 異動 

 

 ３ 昇進 

 裁判官の昇進については，昇進職ポストに空きが出る都度，裁判官の

任命の場合と同様に公募が行われ，応募者の中から昇進職への選考が



なされ，任命がなされるという手続で行われる。 

 なお，ラインラント・プファルツ州では，地方裁判所の裁判長になるため

には，通称「第３次国家試験」に合格する必要があ るとされている。同州

では，高等裁判所で陪席裁判官として６か月執務させ，その勤務成績に

関する裁判長の鑑定書の成績によって合否を決定しており，比較的 多く

の者は４０歳前後でこの資格を取得している。 

 

 ４ 報酬 

 Ｒ１からＲ１０までの１０段階に分かれている。 

 Ｒ１（区裁判所判事や地方裁判所陪席裁判官等）及びＲ２（地方裁判所

裁判長や高等裁判所陪席裁判官等）の下位２階級は，年齢により（３１歳

から４９歳まで２年に１度）昇給する。 

 Ｒ３（高等裁判所裁判長等）以上の階級は，グループごとに定額となって

おり，上位の報酬グループに位置づけられるポストに昇進すれば，報酬も

上がる。 

 

第３ 勤務評価 

 

 １ ラインラント・プファルツ州の例（別紙のとおり） 

 

 ２ 評価の留意点 

  裁判官の独立が害されないようにするため，ドイツ裁判官法２６条１項及び２

項によって裁判官の服務監督のための境界が設定されている。 

 

※ ドイツ裁判官法２６条 

  ① 裁判官は，その独立が侵害されない限りにおいてのみ，服務監督を受ける。 

  ② 服務監督には，前項記載の条件の下で，職務遂行の方法が規則に則していないと

注意を与えたり，規則に則し，遅延なく職務を遂行するようにと警告したりする権限をも有

する。 

  ③ 服務監督の措置が，裁判官の独立を侵害しているとの主張がなされた場合，裁判

所はこの法律に基づいて，裁判官の申し出について判断する。 
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